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ご
家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
古
着
・

古
布
の
回
収
を
�
月

日
︵
土
︶
に

16

行
い
ま
す
︵
雨
天
決
行
︶
︒
駐
車
ス

ペ
ー
ス
が
な
い
た
め
︑
自
動
車
で
の

来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
︒
自
転
車

や
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
︑
持
ち

運
び
に
無
理
の
な
い
範
囲
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
︒

﹇
回
収
時
間
・
場
所
﹈
①
午
前
�
時
～

時

分
：
越
中
島
小
学
校
︵
越
中

10

30

島
�
︱

�
︱

︶
②
午
前

時

分

38

11

30

～
午
後
�
時
：
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー

東
側
駐
車
場
︵
大
島
�
︱

	
︱

�
︶

③
午
後
�
時

分
～
�
時
：
旧
清
掃

30

事
務
所
白
河
庁
舎
︵
白
河
�
︱

�
︱

�
︶
※
車
両
で
巡
回
す
る
た
め
︑
右

記
時
間
以
外
の
回
収
は
で
き
ま
せ
ん
︒

各
施
設
の
敷
地
内
に
古
着
を
放
置
し

な
い
で
く
だ
さ
い
︒

﹇
回
収
品
目
﹈衣
類
全
般
・
タ
オ
ル
・
シ

ー
ツ
・
靴
・
ベ
ル
ト
・
か
ば
ん
・
ぬ
い
ぐ

る
み
な
ど
︑
加
工
せ
ず
に
再
利
用
で

き
︑
洗
濯
済
み
の
物
※
ゴ
ム
・
ビ
ニ

ー
ル
製
品
︑布
団
類
︑汚
れ
て
い
る
物

や
修
理
が
必
要
な
物
は
回
収
不
可
︒

﹇
持
込
方
法
﹈透
明
・
半
透
明
の
ビ
ニ

ー
ル
袋
に
入
れ
︑
口
を
し
ば
っ
て
直

接
会
場
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒
衣
類

は
︑
ハ
ン
ガ
ー
や
カ
バ
ー
を
取
り
除

い
て
く
だ
さ
い
︒
靴
は
︑
左
右
そ
ろ

い
の
も
の
を
︑
ゴ
ム
な
ど
で
束
ね
て

く
だ
さ
い
︒
紙
袋
の
使
用
は
︑
中
身

が
出
て
し
ま
っ
た
り
︑
破
れ
た
り
す

る
の
で
︑
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
︒

▢問
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

☎
(
�
�
�

)
�
�
�
�

麻
し
ん
ウ
イ
ル
ス
は
︑
感
染
力
が

非
常
に
強
く
特
効
薬
も
な
い
た
め
︑

か
か
る
と
重
症
化
し
や
す
い
病
気
で

す
︒
感
染
予
防
に
は
�
回
の
ワ
ク
チ

ン
接
種
が
必
要
で
す
︒

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
︵
Ｍ
Ｒ
︶
ワ

ク
チ
ン
は
︑
�
期
︵
�
歳
に
な
っ
て

か
ら
�
歳
に
な
る
ま
で
の
�
年
間
︶

と
�
期
︵
小
学
校
就
学
前
の
�
月
か

ら
�
月
ま
で
の
�
年
間
︶
で
�
回
接

種
し
ま
す
︒
い
ず
れ
も
法
定
接
種
期

間
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
期
間
内

に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
中
学
�
年
時
︵
�
期
︶
と

高
校
�
年
時
︵
�
期
︶
は
︑
平
成
24

年
度
末
ま
で
法
定
接
種
期
間
と
な
っ

て
い
ま
す
︒
�
月

日
︵
日
︶を
過
ぎ

31

る
と
︑
法
定
接
種
と
し
て
公
費
︵
無

料
︶
で
の
接
種
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
︑
合
計
�
回
接
種
し
て
い
な

い
方
は
必
ず
接
種
し
て
く
だ
さ
い
︒

小
学
�
年
生
の
任
意
接
種︵
無
料
︶

は
�
月

日
︵
日
︶
ま
で

31

区
で
は
平
成

年
度
に
限
り
︑
小

24

学
�
年
生
を
対
象
に
任
意
接
種
期
間

︵
無
料
︶
を
設
け
て
い
ま
す
︒
平
成

年
度
の
小
学
�
年
生
は
麻
し
ん
風

24

し
ん
混
合
︵
Ｍ
Ｒ
︶
�
回
接
種
が
開
始

さ
れ
た
初
年
度
で
︑
接
種
率
が
低
い

こ
と
に
対
す
る
臨
時
的
な
措
置
で
す
︒

ま
た
︑
�
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
小
学

�
年
生
の
年
度
末
ま
で
は
︑
任
意
接

種
期
間
︵
無
料
︶
を
設
け
て
い
ま
す
︒

事
情
に
よ
り
法
定
接
種
期
間
内
に
接

種
で
き
な
か
っ
た
児
童
は
︑
母
子
手

帳
を
持
参
の
う
え
︑
江
東
区
指
定
医

療
機
関
で
�
回
接
種
し
て
く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
任
意
接
種
は
︑
万
一
健
康

被
害
が
発
生
し
た
場
合
︑
予
防
接
種

法
の
救
済
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
︒

小
学
�
年
生
お
よ
び
�
年
生
で
︑

合
計
�
回
接
種
し
て
い
な
い
方
は
︑

必
ず
�
月

日
︵
日
︶
ま
で
に
接
種

31

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
︒

▢問
保
健
予
防
課
保
健
係

☎
(
�
�
�

)
	
�
�
�

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は

短
期
間
で
目
覚
ま
し
い
成
果
が
現
れ
︑

即
効
性
が
期
待
で
き
る
と
い
う
よ
り

は
︑
中
長
期
的
に
業
績
を
大
き
く
向

上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
取
り

組
み
で
す
︒
実
際
に
企
業
の
ワ
ー
ク

・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
な
ど
の
取
り

組
み
を
サ
ポ
ー
ト
し
︑
国
内
の
企
業

へ
の
訪
問
・
財
務
分
析
を
し
て
き
た

講
師
が
︑
自
身
の
経
験
や
実
例
を
踏

ま
え
て
お
話
し
し
ま
す
︒
経
営
者
の

方
は
︑
従
業
員
の
生
活
と
仕
事
の
充

実
や
︑
企
業
の
業
績
向
上
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
か
の
検
討
材

料
に
︑
人
事
担
当
の
方
は
研
修
の
一

環
と
し
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
︒

▢時
�
月

日
︵
水
︶
午
前
�
時

13

30

分
～

時

分

▢場
男
女
共
同
参
画

11

30

推
進
セ
ン
タ
ー
︵
扇
橋
�
︱

︱

�

22

パ
ル
シ
テ
ィ
江
東
内
︶
▢人
江
東
区

内
の
企
業
の
経
営
者
︑
総
務
・
人
事

担
当
者
︑
こ
の
テ
ー
マ
に
興
味
の
あ

る

方

人
︵
申

込

順
︶
▢費
無

料

30

▢保
�
歳
�
か
月
～
就
学
前
児
童
10

人
︵
講
座
申
込
時
要
予
約
・
保
育
無

料
︶
▢師
渥
美
由
喜
︵
男
女
共
同
参

画
会
議
専
門
委
員
︶

▢申
�
月
	
日
︵
火
︶
午
前
�
時
か

ら
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に

電
話
ま
た
は
窓
口
で

☎
(
	
�
�
�
)
�
�
�
�

江
東
こ
ど
も
ま
つ
り
は
︑
﹁
遊
び

は
こ
ど
も
の
未
来
を
つ
く
る
﹂
を
メ

イ
ン
テ
ー
マ
に
︑
都
立
猿
江
恩
賜
公

園
を
中
心
に
開
催
し
て
い
ま
す
︒
25

回
目
と
な
る
今
年
は
	
月

日
︵
日
︶

19

に
開
催
し
ま
す
︒
開
催
に
あ
た
り
︑

協
賛
い
た
だ
け
る
企
業
や
団
体
を
募

集
し
ま
す
︒
協
賛
金
に
つ
い
て
は
︑

�
口
	
万
円
で
す
︒

協
賛
い
た
だ
い
た
場
合
は
︑
企
業

名
・
団
体
名
を
区
報
︑
チ
ラ
シ
︑
ポ

ス
タ
ー
︑
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︑
ス
テ

ー
ジ
バ
ッ
ク
パ
ネ
ル
等
に
掲
載
し
ま

す
︒▢問

放
課
後
支
援
課
育
成
係

☎
(
�
�
�

)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�

)
�
�

�

亀
戸
文
化
セ
ン
タ
ー
が
企
画
・
制

作
す
る
︑
参
加
型
の
舞
台
創
作
事
業

﹁
か
め
い
ど
ら
ぼ
﹂
︒

回
目
を
迎
え

13

る
今
回
は
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ

ル
作
﹁
動
物
農
場
﹂
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
コ
メ
デ
ィ
に
挑
戦
し
ま
す
︒

さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
出
演
者
が
交

流
し
︑
協
力
し
な
が
ら
一
つ
の
舞
台

を
作
り
上
げ
て
き
ま
し
た
︒
熱
い
舞

台
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
︒

▢時
�
月

日
︵
日
︶
午
後
�
時
開

17

演

▢場
亀
戸
文
化
セ
ン
タ
ー
カ
メ
リ

ア
ホ
ー
ル
︵
亀
戸
�
︱

︱

�
︶

19

▢人
�
歳
以
上
の
方

▢費
全
席
指
定

	
�
�
円
﹇
演
出
・
脚
本
﹈
小
林
志
郎

︵
東
京
学
芸
大
学
名
誉
教
授
︶

▢申
各
文
化
セ
ン
タ
ー
︑
テ
ィ
ア
ラ

こ
う
と
う
︑
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー
︑

深
川
江
戸
資
料
館
窓
口
で

▢問
亀
戸
文
化
セ
ン
タ
ー

☎
(
	
�
�
�
)
�
�
�
�

▢時
�
月

日
︵
土
︶
︑
�
月
�
日

23

︵
土
︶
午
後
�
時
～
�
時
︵
全
�
回
︶

※
�
日
の
み
の
参
加
も
可

▢場
教
育

セ
ン
タ
ー
第
�
研
修
室
︵
東
陽
�
︱

�
︱

�
︶
▢人
区
内
在
住
・
在
学
・
在

勤
の
方
で

歳
～
お
お
む
ね

歳
ま

18

25

で
の
方

人
︵
抽
選
︶
▢費
無
料

30

▢内
集
団
模
擬
面
接
会
・
質
問
会

▢師
中
川
誠
︵
︵
株
︶
Ｈ
Ｒ
Ｐ
︶

▢締
�
月

日
︵
金
︶
必
着

15

▢申
電
話
︑
フ
ァ
ク
ス
︑
は
が
き
ま

た
は
メ
ー
ル
に
①
講
座
名
②
住
所
③

氏
名
︵
ふ
り
が
な
︶
④
年
齢
⑤
卒
業

︵
予
定
︶
年
度
⑥
電
話
番
号
を
記
入

し
︑
〒

︱

亀
戸

︱

︱

青

136

0071

41

16

少
年
セ
ン
タ
ー
へ

☎
(
�
�
�
�
)

�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�

�
�

▢ｅ
5
5
2
1
6
2
0
@
c
ity
.k
o
to
.lg
.jp

現
在
就
職
活
動
中
の
大
学
生
お
よ

び
既
卒
者
︵
卒
業
後
�
年
以
内
︶
を

対
象
と
し
た
面
接
対
策
セ
ミ
ナ
ー
で

す
︒
�
回
の
模
擬
面
接
か
ら
︑
志
望

企
業
の
内
定
獲
得
に
必
要
な
面
接
ス

キ
ル
を
習
得
し
ま
す
︒

企
業
の
採
用
現
場
で
活
動
す
る
講

師
か
ら
の
個
別
評
価
や
参
加
者
同
士

の
相
互
評
価
で
面
接
を
客
観
的
に
振

り
返
り
︑
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
で
き

る
方
法
を
導
き
出
し
ま
す
︒
面
接
後

は
講
師
へ
の
質
問
会
も
あ
り
ま
す
︒

間
も
な
く
始
ま
る
企
業
の
採
用
選

考
に
備
え
︑
自
己
Ｐ
Ｒ
や
志
望
動
機

の
最
終
確
認
の
場
と
し
て
︑
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
︒

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
老
齢
基
礎

年
金
等
の
受
給
資
格
の
な
い
方

②
昭
和

︵
�
�
�
�
︶
年
�
月
�

57

日
前
に

歳
に
達
し
︑
同
日
前
の
病

20

気
や
け
が
等
が
原
因
で
重
度
心
身
障

害
者
と
な
っ
た
方
︵
身
体
障
害
者
手

帳
�
級
・
�
級
︑
愛
の
手
帳
︵
療
育

手
帳
︶
�
度
・
�
度
︑
ま
た
は
精
神

保
健
福
祉
手
帳
�
級
・
�
級
︶
で
障

害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
な
い
方

﹇
支
給
額
︵
月
額
︶
﹈

①
�
	
︑
�
�
�
円

②
�
�
︑
�
�
�
円

▢問
医
療
保
険
課
特
命
担
当

☎
(
�
�
�

)
�
	
�
�

℻

(
�
�
�

)
�
�
�
�

在
日
外
国
人
︵
特
別
永
住
者
や
特

別
永
住
者
か
ら
帰
化
し
た
方
等
︶
で
︑

国
民
年
金
の
制
度
上
︑
老
齢
基
礎
年

金
等
を
受
給
で
き
な
い
高
齢
の
方
︑

ま
た
は
重
度
の
障
害
が
あ
り
障
害
基

礎
年
金
等
を
受
給
で
き
な
い
方
に
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
︒
申
請
方
法
な

ど
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢人
区
内
で
住
民
︵
外
国
人
︶
登
録

を
行
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
�
年
以

上
区
内
に
居
住
し
て
い
る
特
別
永
住

者
の
方
等
で
︑
次
の
①
②
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
※
生
活
保
護
受
給

者
や
公
的
年
金
受
給
者
︑
所
得
が
基

準
額
を
超
え
て
い
る
方
等
を
除
く

①
大
正

︵
�
�
�
�
︶
年
�
月
�

15


